
「ヤテニ

　

－
縮「

　

「
コメ
” ＼

　

』
；
－に ；、

／

　

Ｌ－－ｒ

　

，

　　　

′ｒ′
「

　　　

●

　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．　　　　　 　 　

　　

　　　　　
　

　

　　　　　　　

　　　　

　

　　

　

　

、ｒ－－「‘＾

　

－：ノー‘′^くｆン

　

＼ご～－

　　　

－

　　　　　

，．

　　　　　　

＼・

　　　　　　　

－－Ｔーン＼／

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐」 ′

　

′
‐
ノ

　

／
‐ ●

　　　　　　　

、‐罰

　　

ｒｒ ｒ
〃｝－／ぞ ． 』 」 ｒ

　　

，／
Ｊ，

　

〔
も 〆

　　　　　　　　　　　　　

　
　　　

　

　　　　 　
　

　

　
　

　　　　

　　

　

　　
　

　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　

一
三 ｒ ふ．ノ

ｒｒｒ十

　　　

ノーサ キ

　

′

　

〆

　

． “〆
』

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「′

　　　　　　　　　　　　

－▼・ 「．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　

－′．’－
ド

　

ー
．

　　　　　　　　　　　

′

　

メキキ －
－一・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〆三 本 ‘ー

　

　

　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　　
　　
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　

▼『‐判短 准．ｉ，メｒも＊′‐；声、．僻１′．
｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　
　　　　　　　 　　

　　　

　

　　　　　　　　　　　

／

　　　　　　　　　　　

署
ー

　　　

　

　　

　　

　

　

　　

　

　　　　　

　 　
　

　　　　　　　　　

　　　　

　　　

　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　

　

　

　　

　　

　
・堵ｐに楊ｆ拶 轡＼切ー

◆“′（‐１ふ（４ｒ」』ゞ

　

」」▲・

　　　　

『ーざま１メー－」Ｌｉ常
に愛が・・・‐ ｒ

　

メメ・－ 〆“ “ト リ．・ハー州 … “●．？、間Ｍー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

‐メー：、
▲≦

　　

．

　　　　

‐ｒ、ｒ、 ，
．
・
こ

　　

‐ ・、
．‐、
モ
ノ ．
ニ
ニ ト－
－
．
・こ．‐ド ユ ．

ｅ‐．‐； ．・－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　

　　
　

　

　　一

　

－－

　

．－ －

　　

，
ノミニ
，

．

一

　

三．
‐

．

．
′・ド ト ‐．．‐．，′

　

・
ミ ニ． メ ョ

　

ゞ
′
一

　

三 三 ≦

　

；

．
、
→

一 ｒ．
・ ご
ー
．
ゞ
．・ ・、コ

　　　

キ・，′：：

　

ぐ．

　　

′

　　　　　

，

　　

′

　　

．

　

・
′￥ ′

　　

、

　

．

　　　　　　

．が
貸升

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， ．
．ご
＼、‘

　　　　

－ぎ
．
・★

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
　　

　　　

－－；嗣 奉 謝 参 向 容－～Ｌ－－‐
＼，

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”ｒ－ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

雨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一－

　

－

　　

‐／
．

◎…会長あいさつ、 全国表彰について
◎…農地中間管理事業について
の…農地の手続き、 相続登記の義務化について

　

＼、。
◎…荒廃農地、 鳥獣被害補助金について
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肝属郡月刊寸町新富９８番地
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新年のご挨拶

　

肝付町農業委員会

長

第２０号

　

９

　
　
．セ
ー

　

謹
ん
ぞ
新
春
の
お
慶
び
を
中
Ｌ
上
げ
ま
す
。

　

皆
様
方
に
お
か
ね
ま
Ｌ
て
は
、
日
頃
よ
り
肝
付
町
農
業
委
員
会
の
活

動
に
ご
理
解
ヒ
ご
協
力
を
賜
り
、
起
よ
り
感
謝
中
Ｌ
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
地
域
農
業
に
お
い
て
多
く
の
課
題
ど
命
キ
ム
ロ
ぅ
年
ヒ
な
り

ま
Ｌ
た
。
気
候
変
動
の
影
響
や
入
口
減
少
、農
業
従
事
者
の
高
齢
化
な
ビ
、

解
決
す
べ
き
問
題
は
山
積
Ｌ
て
お
り
ま
す
。
Ｌ
か
Ｌ
、
こ
う
Ｌ
た
中
ず
も
、

多
く
の
農
家
の
皆
さ
ま
が
日
々
努
力
を
重
ね
、
地
域
の
食
ヒ
環
境
を
守

り
続
け
て
い
る
こ
ヒ
に
深
く
感
謝
い
た
Ｌ
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
は
、
こ
れ
ま
ぞ
以
上
に
地
域
の
皆
さ
ま
ど
力
を
合
わ
せ
て
農
業

委
員
会
の
活
動
に
取
り
組
ん
ぞ

い
き
た
い
ヒ
，考
え
て
お
り
ま
す
。
特
に
、

若

い
世
代
の
農
業
参
入
を
促
進
Ｌ
、
次
世
代
に
っ
な
が
る
農
業
の
在
り

方
を
模
索
す
る
ヒ
ヒ
も
に
、
地
域
資
源
を
活
用
Ｌ
た
特
色
あ
る
農
業
振

興
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
農
地
の
適
切
な
管
理
や
有
効
活
用

に
努
め
る
こ
ヒ

、
肝
付
町
の
豊
か
な
自
然
ど
農
地
を
未
来

へ
っ
な
ぐ

役
割
を
果
た
Ｌ
て
い
く
所
存
ぞ
す
。

　

皆
さ
ま
に
ビ
っ
て
本
年
が
健
康
ず
実
り
多

い
｛
年
ヒ
な
り
ま
す
よ
う

お
祈
り
申
Ｌ
上
げ
る
ヒ
と
も
に
、
肝
付
町
農
業
委
員
会
と
Ｌ
て

｛層
の

努
力
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
の

、
引
き
続
き
ご
指
導
ご
鞭
撞
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
中
Ｌ
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
本
年
も
皆
さ
ま
ヒ
ど
も
に
、
地
域
農
業
の
発
展
ど
活
性
化

に
取
り
組
ん
ぞ

い
く
決
意
を
新
た
に
Ｌ
、
新
年
の
ご
挨
拶
ヒ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　　

Ｌｆ

　

全国一農業会議所会長表彰を受賞しました
令和６年度の鹿児島県農業委員会大会

にて全国農業会議所会長表彰を末次健一

推進委員（写真左）と冷水正行推進委員（写
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◎

　

第２０号

ｒ

　　

農地中間管理事業へ一本化されます

　　

ｉ

　

これまで農地の賃借契約（利用権設定）は、基盤法とバンク法（農地中間管理事業）
のいずれかで契約していましたが、令和７年４月より農地中間管理機構を介したバン

ク法での契約に一本化されます。

①農地の貸付・借受の相談

②賞し手・借り手のマッチング

　

：相談があった農地は各地区の農業委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　

、

　

ぃ

　

／－

　　　　　　

壬 壮 小 “ィ壬

③契

　

約

　

書

　

類

　

の

　

作

　

成

④契

　　

約

　　　

　

　　

　　　
ｒ

　

所有者

　

Ｌ農地の出し手，

・契約期間満了後は、
確実に農地が戻り
ます。
・賃借料は、決まっ
た時期に農地バン
クが所有者指定□
座に振込みます。

よくある問い合わせ

締 結 後

：相談があった農地は各地区の農業委員．推進委員が：

：マッチングを行います。賃借料及び賃借期間につい：
：てはお互いに話をしていただき決めてください。

契約内容の決定後、役場で契約書類の作成を行いま
す。書類作成後、 双方の書類への押印をいただきま
す。賃借料の支払いについては振り込みとなります
ので、新規契約の場合通帳の写しが必要になります。
※相続未登記の農地につし、ては、 法定相続人の過半

　

の同意が必要となります。

，ｋ把中「ｆｉｌｌｌ・ＴＪＩＩ士班み

鹿児 島県

　　　　　

県農業会議

土改連

　

連携・協力

市町村等 農業委員会

　

農地バンク

　

農地中間管理機構
（鹿児島県地域振興公社）

中央会
ＪＡ

・契約が一本化され、
賃借料の○座引落手
数料は農地バンクが
負担します。
・農地を集積・集約す
ることで、農作業の
効率化や生産性の向
上が図られます。

Ｑ． 契約手続きにかかる期間はどれくらし、？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

ゑ

　

マッ千ソグが下、キアｈ・ 掬っ～ が日かかり来ａ‐

　　　　　　　　

－

　　　　

．
，ｆ
Ａ

　

・

　

十 ／′／／〃 ＼ 」 ＼〃

　

ノ小Ｊ Ｌ

　　

Ｊ ” “ ” ”

　

／Ｕ１ ′ Ｖ

　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　

　
Ｑ．使用貸借（無償）での契約はできるのか？
Ａ．今まで通り使用貸借（無償）での契約もできます。
Ｑ．相続未登記で過半の同意を得られない場合はどうすればいいか？
Ａ．所有者不明農地制度を活用して契約できる場合があるので、農業委員会事務局までご

　

相談ください。

農業委員会事務局又は農業委員
ください。

契約締結後は双方に契約書を送付します。賃借料の１
支払いについては原則契約年度の１０月末に徴収し．ｆ
て１１月に支払いとなります。 契約内容の変更 （耕

：

作者変更・合意解約など） がありましたら農業委員：

会事務局までご連絡ください。
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ー

　

、．・．

＝ｒ農地に関する手続きは農業委員会へご相談ください ｔ
．＼

　　　

”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

”

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

・

　　　　　　　　　　

ーノ

．農地の売買、贈与、賃借について

今農地の売買、賃借などには農業委員会の許

　

可が必要です （農地法３条など）。

・農地の転用について

農地を農地以外の用途に変更したし、場合、
農業委員会を通じて県の許可を受ける必要
があります。 所有者自ら転用する場合は農
地法第４条、 農地を買う、 または借りて転
用する場合は農地法第５条の申請となりま
す。 事前に農地ではないか等の確認、 相談

　

を農業委員会や行政書士等にしてくださし、。

　

※農地に植林する場合も転用申請が必要と
なります。

．申請書類受付締切日
総会月の前月の末日（土日祝日除く）
※その月によって変わることがありますので、

　

農業委員会事務局へご確認ください。

．各種届出について
次の事案がありましたら、 農業委員会事務

　

局に届け出てください。

　

・農地を相続した （相続届）。

　

・農地の賃借契約、 使用貸借を解約する。

　

・所有している農地を第三者に売りたい、 貸

　

したし、（あっせん届出書）。

　

・農地の利用変更や形質変更をする （形質変

　

更届）。

相続登記が義務化されました
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

′
′
－－－－－．・

‐．・

　　　　　

／
／

令和６年４月１日から不動産を相続で取得したことを知った日から３年以内に相続登記をすること
が法律上義務になりました。令和６年４月１日より前に相続した不動産も相続登記がされていないも

のは、義務化の対象となります （３年間の猶予期間があります）。

※相続登記の申請に必要となる書類は場合によって異なるため、法務局にお問し、合わせのうえ、手続き

　

をしてくださし、。また、役場では相続登記の手続きをすることはできませんので、ご承知おきください。

相続登記の申請義務化について詳しく知りたい方は法務省が掲載してし、る 「未来につなぐ相続登記」

をご覧ください。

・ 法務局のホームページ図

　

登記申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 法務局のホームページ

図

　

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄
・ 亡くなった人の本籍地の市町村役場

　

本・除籍謄本・改正原戸籍謄本

図

　

亡くなった人の最後の住所を証明する住民
・ 亡くなった人の住所地の市町村役場

　

票の除票 （戸籍の附票）

図

　

相続人全員の戸籍謄本

　　　　　　　　　　　　

●

　

各相続人の本籍地の市町村役場

図

　

不動産を取得する相続人の住民票

　　　　　　

●

　

不動産を取得する相続人の住所地の市町村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

役 場

図

　

固定資産評価証明書

　　　　　　　　　　　

‐ ●

　

不動産がある市町村役場

【その他の書類】
図

　

遺言による相続の場合……遺言書

図

　

遺産分割協議による相続の場合

図

　

遺言による相続の場合……遺言書

図

　

遺産分割協議による相続の場合

　

．遺産分割協議書（相続人全員の記名と実印による押印が必要）

　

・遺産分割協議を行った相続人全員分の印鑑証明書 （印鑑登録のある市町村役場）

ｈｔｔｐｓ＝／／ｗｗｗ．ｍｏｊ．ｇｏ．ｊｐ／ＭＩＮＪＩ／ｓｏｕｚｏｋｕｔｏｕｋＬｔｏｐ．ｈｔｍＬ
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荒廃農地を無くしましょう！！

　

荒廃農地は、農業生産に欠かせなし、農地の減少のほか、以下のようなし、ろし、ろな問題を誘発させる原

因になります。周囲の耕作者や住民に迷惑がかかりますので適正な管理をしてし、ただきますよう、よろ
しくお願いします。併せて、畦畔（あぜ）管理についても耕作者、，所有者の方で草刈りを行ってくださ

し、。また、草刈りした雑草などを農道、畦畔（あぜ）に放置をせず、適切な処理を行ってください。

病害虫の発生 野生鳥獣のひそみ場

　　　　　　　　

．・

轡
削ご

　

　

　　

　

　　　　

　

　

　

　

　

水路への悪影響

　　　　　　　

景観の悪化

　　　　　　　

不法投棄の誘発

Ｌ

　　

，
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＝『
、

　　

鳥獣被害防止柵に係る補助金について

　　

．
鳥獣被害などでお困りの方は以下の補助金制度をご活用くださし、。また事業を活用し
たし、場合は事前に役場農業振興課へご相談くださし、。 （ＴＥＬＯ９９４‐６５‐８４１７）

国
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事

　

業

①採択要件＝受益戸数が３戸以上
受益戸数は耕作者のほか地域計画等に基づいて、 水路や農道の管理を行ってし、るもの

や畜産農家もなり得る
②補 助 額：直営施工の場合（定額）

電気柵１段あたり１４８円／ｍ ワイヤーメッシュ柵「，２９０円／ｍ

請負施工の場合（１／２）
電気柵「段あたり３９「円／ｍ ワイヤーメッシュ柵３，０００円／ｍ

町単独事業（電気柵］
①事業対象者＝ 肝付町に住所を有し、 町税等に未納がないこと

町内において農作物を耕作する個人及び法人周辺に農地がなく、国庫事業が活用で
きなし、農地であること

②補

　

助

　

額：購入費用の１／２以内

申請は「世帯当たり年１回とし、 交付額は３万円を上限とする



第２０号

　

◎

［冊術町質備珊備厭額，

　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

▼

　　　　　

…

令和５年１月から令和５年１２月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（ｌｏａあたり）
は、 以下のとおりです。

内之浦 全

　　　　

体 ９，０００円 １２８ ９，９００円 ３９
高

　

山 全

　　　　

体 ９，８００円 ５７０ ６，８００円 ２７８
（参考）月刊寸町平均 ９，７００円 ６９８ ７，５００円 ３１７

　　

夫婦で農業者年金に加入しませんか？
■農業者年金加入要件

　

①国民年金第１号被保険者

　

※国民年金付加年金への加入が必要

②年間６０日以上農業に従事

　　

③６０歳未満

■保険料は「月額２万円から６万７千円ｊ

　

のなかで自由に選択

■農業者年金に夫のみ加入した場合と夫婦で加入した場合の比較

　

※夫婦は同年齢で３０歳から月額２万円で通常加入した場合、 運用利回りは２．５％と仮定

６５歳からの年金額（夫婦）

ケースＩ

農業者年金に

夫のみ加入

国民年金

　　　

夫

　

月額６万８千円

　　　

妻 月額６万８千円

　　　　　　

言十

　

月額 約「４ 万円

農業者年金

　　

夫 月額４万４千円

合計：月額

　

約１８万４千円

ケース２
農業者年金に

夫婦で加入

国民年金

　　　

夫

　

月額６万８千円

　　　

妻 月額６万８千円

　　　　　

計

　

月額 約１４ 万円

農業者年金

　　

夫

　

月額４万４千円

　　　

妻 月額３万８千円

　　　　　

計

　

月額８万２千円

合計＝月額

　

約２２万２千円

全国農”
　　

　　　

　　　　
Ｌ」蜘伽麟

◆発行日

　

毎週金曜日

◆購読料

　

１ケ月７００円

◆発行所

　

全国農業会議所

聞

見やすく！分かりやすく！
充実した農業・農村の情報を届けます

全国紙ですが、地方ごとの頑張る農業者の記事、
イベント情報等を掲載
その他にも
◎農政に関するニュース

　

◎経営に役立プ１青報

　

など
様々な農業に関する記事が掲載されています。
購読のお申し込みは農業委員会事務局へ

０９９４‐６５‐８４１８
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